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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年４月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和２年９月２２日 １４時２０分ごろ 

発生場所 熊本県天草
あまくさ

市通詞
つうじの

島北方沖 

 小亀岩
こがめいわ

灯標から真方位２３２°１７０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３３.６′ 東経１３０°０６.３′） 

事故の概要  プレジャーボートBee
ビ ー

 Seven
セ ブ ン

は、漂泊中、転覆した。 

 Bee Seven は、同乗者１人が負傷し、機関等に濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和２年９月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

プレジャーボート Bee Seven、１.２トン 

 ２４０－５６９４０熊本、個人所有 

 ５.９７ｍ（Lr）×２.２２ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１３９.７５kＷ、平成１５年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 ３２歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 令和２年７月１３日 

  免許証交付日 令和２年７月１３日 

         （令和７年７月１２日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者） 

 損傷 機関等に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 下げ潮の中央期、水温 約２４℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人等（以下「同乗者」とい

う。）７人を乗せ、海水浴及びイルカウォッチングを行う目的で、令

和２年９月２２日１０時００分ごろ熊本県上天草市所在のマリーナを

出航した。 

 本船は、１１時００分ごろ上天草市西目
に し め

海水浴場に到着し、船長及

び同乗者が同海水浴場で海水浴を行った後、通詞島北方沖に向けて出

航し、１４時１５分ごろ、同沖に至り、イルカの群れを見付けたの

で、同群れ付近で船首を南方に向けて機関を停止し、漂泊を開始し

た。 
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 船長及び同乗者がイルカウォッチングを続けていたところ、本船の

船首方から波を受けて大量の海水が船内に流入し、同乗者数人が左舷

船尾部に移動した直後、本船は、１４時２０分ごろ左舷側に傾斜して

転覆した。 

 船長及び同乗者は、本船が転覆すると同時に海中に投げ出された

後、付近でイルカウォッチングをしていた別の友人のプレジャーボー

トに救助され、船長は、１１９番通報を行った。 

 同乗者１人は、救急車で病院に搬送され、肺炎と診断された。 

 本船は、沈没し、後日、熊本県苓北
れいほく

町の海岸に漂着して引き揚げら

れた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、平水区域を航行区域とする船舶であった。 

 本事故発生海域は、沿海区域である。 

 船長は、本船の操船が２回目であり、航行区域を理解していなかっ

た。 

 船長は、同乗者が左舷船尾部に集まったので、本船が左舷側に傾斜

して転覆したと本事故後に思った。 

 船長及び同乗者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、通詞島北方沖において漂泊中、船首方から波を受けて海水

が船内に流入した際、同乗者が左舷船尾部に集まったことから、重心

が偏って左舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

 船長は、沿海区域である通詞島北方沖において、航行区域が平水区

域である本船を航行の用に供してはならなかった。 

原因  本事故は、本船が、通詞島北方沖において漂泊中、船首方から波を

受けて海水が船内に流入した際、同乗者が左舷船尾部に集まったた

め、重心が偏って左舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶は、船体が傾きやすいので、海水が流入した際に慌てて

重心が偏らないようにすること。 

 ・船長は、使用する船舶の航行区域を遵守すること。 



 

付図１ 事故発生場所概略図 
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事故発生場所 

（令和２年９月２２日 

 １４時２０分ごろ発生） 
小亀岩灯標 

通詞島 
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